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地域相談員 
（身体・知的障害者相談員） 
・障がい者の身近な相談相手として、地域の 
 障がい者の相談に応じる。 

広域専門相談員 
・より高度で専門的な相談に応じ、紛争の 
 解決を支援。 
・調整委員会の補助業務として、事前調査 
 等に従事。 

（仮称）岐阜県障がい者差別解消調整委員会 
・紛争が発生し、当事者同士で解決が見込めない場合、 
 申請により当事者双方に助言を行い、紛争解決を支援。 
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関係機関 
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障がいを理由とする差別に関する事案の解決の仕組み 
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業種ごとの対応指針諸官庁 
（例） 
公共交通：国土交通省 
病院：厚生労働省 
雇用：労働局、ハローワーク 

日常の 
生活相談 

紛争 
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